賛成討論

　7番、金崎ひさでございます。陳情第5-39号「葉山町内の開発において、葉山町マスタープラン/まちづくり条例が掲げる理念の理解を促し、但書に寄らない施行規則の厳正な適用を求める陳情書」に対し、委員長報告に反対、すなわち、この陳情に賛成の立場で討論に参加させていただきます。

この陳情審査の折、傍聴しておりましたが、担当課からは「さらなる厳しい規制をするならば地域まちづくり協定を締結することが必要である」との説明がありました。この陳情趣旨は更なる厳しい規制をかけて欲しいということではありません。現在、掲げられている理念を理解して施行規則を運用して欲しいということであります。理念とは「まちづくりは、葉山町の海と緑の豊かな自然環境と、歴史と風土に培われた街並みを将来にわたり守りはぐくむため、土地は公共の福祉を優先させるものとする土地基本法の理念を踏まえて行なわなければならない。この目的に沿って、町・町民・事業者の協働によって取り組まなければならない」ということです。このような陳情が出された根幹は、現在進行中のホテル建設工事が余りにも葉山町及び町民に迷惑をかけている状況であり、それは但し書きの利用を事業者に許してしまったことであるとの判断で、但し書きに寄らない施行規則の厳正な摘要を求めているものです。但し書きは、やむを得ない状況に応じて厳正に扱っているかもしれませんが、このような惨状を聞くにつけ、町も大いに反省すべきことがあると思います。議会としても二度とこのような判断ミスをして欲しくないという思いを込めて、この陳情は採択すべきと思います。皆さま、この陳情をよく読んで、冷静に判断してください。将来のまちづくりに関しての葉山愛にあふれた町民からの、理念に沿うようにとの切実な提言です。町民の代表である議会の一員として、賛成の立場での討論とさせていただきます。
以上で私の討論を終わります。ありがとうございました。
